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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガスタービン発電設備と、
前記ガスタービン発電設備用の液体燃料を貯留する燃料サブタンクと、
この燃料サブタンクと併設され木材を乾留して得られた木タールを貯留するタールオイル
タンクと、
各タンクよりの燃料供給管路にそれぞれ設けられた弁体と、
各弁体より燃料供給管を介して流入された燃料を前記ガスタービン発電設備に供給するた
めのポンプを有する燃料供給部と、
前記ガスタービン発電設備の燃焼温度を検出する温度検出体と、
前記ガスタービン発電設備の始動時には前記液体燃料を供給して始動を開始し、前記温度
検出体によりガスタービン発電設備の燃焼温度がタールオイルの引火点以上となったこと
が確認されたことを条件に、前記ガスタービン発電設備の燃料として前記液体燃料に代え
てタールオイルが供給されるよう各弁体を制御する制御盤とを設けて構成したことを特徴
とするガスタービン発電設備。
【請求項２】
　前記タールオイルタンク及び又はタールオイルタンクからの燃料供給路にヒータを配設
し、タールオイルを加温して流動点以上の温度に維持することを特徴とした請求項１に記
載のガスタービン発電設備。
【請求項３】
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　前記タールオイルタンクからの燃料供給管路に流量計及び又は温度検出体を設け、この
流量計及び又は温度検出体からの計測信号に基づいて前記ヒータを制御することでタール
オイルの温度を制御する温度制御手段を設けたことを特徴とする請求項２記載のガスター
ビン発電設備。
【請求項４】
　前記燃料供給部は、燃料サブタンクとタールオイルタンクとの各燃料供給管路に各別に
設けられ、各燃料供給部はそれぞれポンプの出力側に設けられた燃料供給圧力一定保持用
のリリーフバルブと、このリリーフバルブよりの燃料を貯留して前記ポンプの入力側に供
給するリザーバタンクをそれぞれ備えたことを特徴とした請求項１乃至請求項３の何れか
１項に記載のガスタービン発電設備。
【請求項５】
　前記制御盤は、ガスタービンからの運転開始信号で燃料供給を燃料サブタンクからの供
給ルートで制御し、タールオイルタンクのレベル信号が所定値以下の時、及びガスタービ
ン発電設備に負荷がない時には燃料サブタンクからの供給ルートで燃料供給を制御するこ
とを特徴とした請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載のガスタービン発電設備。
【請求項６】
　前記木材乾留時に得られる木ガスを貯留するガスホルダーを設け、貯留された木ガスを
ガスタービン発電設備の燃焼器に直接か、又はガスタービン発電設備に吸気される燃焼用
空気に混合して供給することを特徴とした請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載のガ
スタービン発電設備。
【請求項７】
　前記ガスタービン発電設備の燃焼温度を検出する温度検出体の検出信号に基づき前記ポ
ンプの回転数を制御することを特徴とした請求項１乃至請求項６の何れか１項に記載のガ
スタービン発電設備。
【請求項８】
　ガスタービン発電設備と、
ガスタービン発電設備の燃料となる比較的引火点の低い液体燃料が貯留される燃料サブタ
ンクと、木材を乾留して得られるタールオイルを貯留するタールオイルタンクとを併設し
、ガスタービン発電設備の始動時には燃料サブタンクからの燃料供給ルートで供給し、ガ
スタービン発電設備の燃焼器温度がタールオイルの引火点以上に上昇した後、タールオイ
ルを供給して運転することを特徴としたガスタービン発電設備の運転方法。
【請求項９】
　前記木材を乾留して得られる木ガスを直接又は前記ガスタービン発電設備に吸気される
燃料用空気と共に燃焼器に供給し、タールオイルと共に燃焼することを特徴とした請求項
８に記載のガスタービン発電設備の運転方法。
【請求項１０】
　前記ガスタービン発電設備の出力電力を監視し、木ガス供給量に応じてタールオイル供
給量を調整し、出力電力が一定値となるよう制御することを特徴とする請求項９に記載の
ガスタービン発電設備の運転方法。
【請求項１１】
　運転中のガスタービン発電設備の停止に際し、タールオイルから液体燃料に切り換え、
所定時間運転した後に停止するよう制御することを特徴とする請求項８乃至請求項１０の
何れか１項に記載のガスタービン発電設備の運転方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、タールオイルを燃料とするガスタービン発電設備とその運転方法に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
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発電設備として、排気ガス中に含まれるＮＯｘ排出量が少量であると共に、送電ロスがな
く、しかも、排ガスの熱を利用した熱電併給設備とすることにより高いエネルギー効率が
得られることから分散型の発電設備が広く普及されている。その中でも分散型電源の一環
としてマイクロガスタービンが注目されている。このマイクロガスタービンに使用される
燃料としては、ＬＮＧ，ＬＰＧのガス系のものと、このガス系燃料よりも比較的に安価な
軽油や灯油の液系のものが使用される。
【０００３】
一方、地球温暖化防止や化石燃料の枯渇問題から、生物燃料が維持可能、且つカーボンニ
ュートラルであるエネルギー源として、バイオマス発電が検討されている。バイオマス発
電として間伐材等の木質を破砕して得られるチップから木ガスを発生させ、この木ガスを
燃料として燃焼することによって得られる動力を利用して発電を行うことが、例えば特許
文献（特開２００１－２０７５０号公報）によって知られている。
【０００４】
　この特許文献のものは、森林を管理するために行われる間伐や、枝打ちによって生じた
間伐材等の木材を破砕し、これによって得られたチップを空気が遮断された高温環境下で
蒸し焼きにすることによって木質ガスを発生させ、このチップから発生した木質ガスを燃
焼させることによって得られる動力を利用して発電を行なうものである。
【０００５】
【特許文献】
特開２００１ー２０７５０号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記特許文献においては、木質ガスエンジンとしては、木ガスを燃料とするガスタービン
エンジンや、内燃機関（木質ガス用に製作されたもの、ガソリンエンジンを木質ガスエン
ジン用に改造したもの、ディーゼルエンジンを木質ガスエンジン用に改造したもの）等が
考慮されることが記載されているが、木質ガスは、一般的に熱量が低すぎて燃料としての
使用が困難であるという問題を有しており、使用に際してはその処理方法や有効利用シス
テムが要望されている。
【０００７】
表１は、木材を乾留炉に挿入し、空気（酸素）の供給を遮断又は制限して３００，４００
，５００°Ｃの温度で乾留した場合における各生成物の収量と木ガスの組成，発熱量を示
したものである。
【０００８】
【表１】
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【０００９】
表１より明らかなように、所定の温度で乾留することによって木質ガス（気体）の他に木
酢液、木タールの液体，及び固体（炭）の生成物が得られることが分かる。
また、表２は乾留木酢液の組成図で、広葉樹と針葉樹によって組成比は異なるが、溶解タ
ール（木タール）を含み、この木タールの組成は、表３のようになっており、木タールオ
イルの主成分と引火点をまとめると表４のようになる。
【００１０】
【表２】

【００１１】
【表３】

【００１２】
【表４】
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【００１３】
生成物中の木タールは可燃性物質であるが、この木タールは、木材を乾留して得られた液
体生成物を静置しておくことにより、液体（木酢液）と分離して得られる黒褐色の粘稠体
であり、クレオソート、防腐剤、塗料、染料、化学薬品等の製造には使用されている。
しかし、この木タールは次の理由によって燃料としては利用されてない。
【００１４】
その１つは、木タールにはピッチ成分のような引火点及び粘度が高く、燃料として利用出
来ない高分子成分（例えば、Ｃ16Ｈ34（Hexadecane）の引火点は１３０°Ｃであり、Ｃ18

Ｈ38(Octadecane)の引火点は１６６°Ｃ）が含まれている。
【００１５】
その２には、発生する可燃性の木ガスには、一酸化炭素のような有害物質やメタンガスの
ような温暖化ガスが含まれており、また、一般的には熱量が低すぎて燃料には使用できな
い問題を有している。
【００１６】
本発明はかかる点に鑑みなされたもので、その目的とするところは木タールを燃料とする
ガスタービン発電設備とその運転方法を提供することにある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１は、ガスタービン発電設備と、
前記ガスタービン発電設備用の液体燃料を貯留する燃料サブタンクと、
この燃料サブタンクと併設され木材を乾留して得られた木タールを貯留するタールオイル
タンクと、
各タンクよりの燃料供給管路にそれぞれ設けられた弁体と、
各弁体より燃料供給管を介して流入された燃料を前記ガスタービン発電設備に供給するた
めのポンプを有する燃料供給部と、
前記ガスタービン発電設備の燃焼温度を検出する温度検出体と、
前記ガスタービン発電設備の始動時には前記液体燃料を供給して始動を開始し、前記温度
検出体によりガスタービン発電設備の燃焼温度がタールオイルの引火点以上となったこと
が確認されたことを条件に、前記ガスタービン発電設備の燃料として前記液体燃料に代え
てタールオイルが供給されるよう各弁体を制御する制御盤とを設けて構成したことを特徴
とするものである。
【００１８】
本発明の第２は、前記タールオイルタンク及び又はタールオイルタンクからの燃料供給路
にヒータを配設し、タールオイルを加温して流動点以上の温度に維持することを特徴とし
たものである。
【００１９】
本発明の第３は、前記タールオイルタンクからの燃料供給管路に流量計及び又は温度検出
体を設け、この流量計及び又は温度検出体からの計測信号に基づいて前記ヒータを制御す
ることでタールオイルの温度を制御する温度制御手段を設けたことを特徴とするものであ
る。
【００２０】
本発明の第４は、前記燃料供給部は、燃料サブタンクとタールオイルタンクとの各燃料供
給管路に各別に設けられ、各燃料供給部はそれぞれポンプの出力側に設けられた燃料供給
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圧力一定保持用のリリーフバルブと、このリリーフバルブよりの燃料を貯留して前記ポン
プの入力側に供給するリザーバタンクをそれぞれ備えたことを特徴としたものである。
【００２１】
本発明の第５は、前記制御盤は、ガスタービンからの運転開始信号で燃料供給を燃料サブ
タンクからの供給ルートで制御し、タールオイルタンクのレベル信号が所定値以下の時、
及びガスタービン発電設備に負荷がない時には燃料サブタンクからの供給ルートで燃料供
給を制御することを特徴としたものである。
【００２２】
本発明の第６は、前記木材乾留時に得られる木ガスを貯留するガスホルダーを設け、貯留
された木ガスをガスタービン発電設備の燃焼器に直接か、又はガスタービン発電設備に吸
気される燃焼用空気に混合して供給することを特徴としたものである。
【００２３】
本発明の第７は、前記ガスタービン発電設備の燃焼温度を検出する温度検出体の検出信号
に基づき、前記ポンプの回転数を制御することを特徴としたものである。
【００２４】
本発明の第８は、ガスタービン発電設備と、ガスタービン発電設備の燃料となる比較的引
火点の低い液体燃料が貯留される燃料サブタンクと、木材を乾留して得られるタールオイ
ルを貯留するタールオイルタンクとを併設し、ガスタービン発電設備の始動時には燃料サ
ブタンクからの燃料供給ルートで供給し、ガスタービン発電設備の燃焼器温度がタールオ
イルの引火点以上に上昇した後、タールオイルを供給して運転することを特徴としたもの
である。
【００２５】
本発明の第９は、前記木材を乾留して得られる木ガスを直接又は前記ガスタービン発電設
備に吸気される燃料用空気と共に燃焼器に供給し、タールオイルと共に燃焼することを特
徴としたものである。
【００２６】
本発明の第１０は、前記ガスタービン発電設備の出力電力を監視し、木ガス供給量に応じ
てタールオイル供給量を調整し、出力電力が一定値となるよう制御することを特徴とする
ものである。
【００２７】
本発明の第１１は、運転中のガスタービン発電設備の停止に際し、タールオイルから液体
燃料に切り換え、所定時間運転した後に停止するよう制御することを特徴とするものであ
る。
【００２８】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施形態を示す構成図を示したもので、１は木タール（以下タールオイ
ルという）タンクで、木材を乾留して得られたタールオイルを貯留する。２は灯油や軽油
等の液体燃料を貯留する燃料サブタンク、３は燃料供給装置で、燃料としてのタールオイ
ルを供給するためのタールオイル用の燃料供給部３０ａと、灯油等の液体燃料供給用の燃
料供給部３０ｂを有している。タールオイルタンク１と燃料供給部３０ａ間には供給用燃
料管１０が配管され、これら配管１０にはタールオイルを流動点以上を確保するために、
タールオイルの流通ルートにだけ加温用のヒータ１１が配置されている。
また、燃料サブタンク２と燃料供給装置３０ｂ間にも供給用燃料管２０が配設されている
。１２はヒータで、タールオイルタンク１に配設されてタールオイルを流動点温度以上に
加温する。１３はオーバーフロー管である。
【００２９】
なお、ヒータ１１は、後述のガスタービン発電設備にまで燃料であるタールオイルを送出
する途中での温度低下により粘度が上昇して供給困難となることを防止するために配設し
たものであり、その必要がなければ不要となることは勿論である。また、ヒータ１２にお
ても、タールオイルを流動点温度以上に加温する必要がなければ不要であり、何れか一方
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のヒータのみでタールオイルを流動点温度以上に維持するようにしてもよい。
【００３０】
各燃料供給部３０は、それぞれポンプ３１（３１ａ，３１ｂ）、流量計３２（３２ａ，３
２ｂ）及びガスタービンへの燃料供給圧力を所定値に維持するためのリリーフバルブ３３
（３３ａ，３３ｂ）とリザーバタンク３４（３４ａ，３４ｂ）を有しており、リザーバタ
ンクを流出した油はポンプ３１に返却される
なお、ポンプ３１のうち、タールオイルの流路に設置さけるポンプ３１ａについては、タ
ールオイルがそれなりの粘度を有していることから、例えば市販のトロコイド式のポンプ
を使用したり、ヒータ１１，１２の個別の温度制御等の組み合わせが行われ、それらは状
況に応じて適宜選択される。
【００３１】
３５（３５ａ，３５ｂ）はガスタービンへの燃料供給管に設けられた圧力ゲージ、３６（
３６ａ，３６ｂ）は、燃料供給管路を流れる燃料温度を測定するための温度検出体である
。また、Ｓｔはストレーナ、Ｆｌはフィルタ、Ｖは電磁弁等の弁体である。
【００３２】
４はガスタービン発電設備で、ここではマイクロガスタービンが使用されて電磁弁Ｖｌａ
若しくはＶｌｂ，フィルターＦｌ0を通った燃料がガスタービンに供給される。このガス
タービン発電設備４は、図示省略されているが燃焼器や圧縮器，発電機等を有したシステ
ムで、燃料効率を考慮して熱電併給システム構成となっており、熱交換器５を介して施設
に温水を供給するシステムとなっている。
【００３３】
熱交換器５の一次側には、ポンプ５１が配設され、熱交換器５の二次側にはポンプ５２が
配置されている。
６は補機として設置される計測盤で、この計測盤には信号収集処理手段や指令信号出力手
段を有した演算部が配設されている。例えば、信号収集処理手段はガスタービン発電設備
４から設備の運転開始信号Ｄｓと負荷がかかったことを示すロード信号Ｌｓを貰って処理
演算を実行し、その結果に基づき指令信号出力手段を介してガスタービン発電設備４に運
転準備完了信号ＯＫが出力される。
また、この計測盤６の信号収集処理手段には、タールオイルタンク１からの油量レベル信
号Ｏｓと、各燃料供給部３０の流量計３２によって検出された流量信号、及び温度検出体
３６ａによって検出されたタールオイル温度信号Ｏｔ等が入力される。
【００３４】
７は燃料供給装置３を制御するための制御盤で、計測盤６から計測されたタールオイルタ
ンクのレベル信号、ガスタービン設備のロード信号、設備の運転開始信号等を貰い、制御
盤７からは計測盤６に対して運転準備完了信号が制御盤に出力すると共に、燃料供給装置
３のポンプや電磁弁に対して制御指令を出力する。なお、燃料供給装置より検出された流
量信号は、燃料供給管路に流れる燃料詰まりや、燃料切れ等の異常事態を検出するための
もので、信号検出時には燃料供給管路の切り換え等に使用される。
【００３５】
８はガスホルダーで、木材が乾留炉に供給されて乾留するときに発生した木ガスを捕捉し
貯留するもので、ガスタービン発電設備４とはフィルタ８１、ポンプ等の供給手段８２を
介して管路連結されている。９は系統連系盤で、検出した電力を計測盤６に送って消費電
力との差分が演算される。
【００３６】
次に動作を説明する。
図４は、木材チップより木ガス及びタールオイルを生成するまでの工程図を示したもので
ある。
ステップＳ１においてチップ化された木材は、Ｓ２で例えば炉内温度４５０～５００°Ｃ
の高温に加熱された乾留炉に投入され乾留される。加熱過程の高温下において分解が開始
され、Ｓ３では発生した生成物の中からダストを除去し、その後に冷却することにより体
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積の凝縮（Ｓ４）を行ない、Ｓ５にて分離する。
【００３７】
この分離によって木ガス（Ｓ６）と液体生成物であるタール分・木酢分（Ｓ７）とに分離
され、木ガスはＳ８においてガスホルダ８に貯留される。
タール分・木酢分は、Ｓ９において蒸留されてＳ１０のタールオイルとＳ１１の木酢液と
に分離され、この木酢液は食品加工、農業、医薬品の分野等に使用される。
また、タールオイルはＳ１２においてタールオイルタンク１に貯留される。
【００３８】
上記のようにして得られたタールオイルと木ガスは図１で示すタンク１とホルダ８におい
てそれぞれ貯留されている。
【００３９】
ところで、タールオイルは、表４より明らかなように４０～５０°Ｃの灯油等と比較して
引火点が高いためにガスタービン発電設備４をコールドスタートさせることが出来ない。
そのため、ガスタービンの始動時には、制御盤７の指令によりタールオイル用の燃料供給
部３０ａの流路を閉路し、燃料供給部３０ｂの流路を開路することによってガスタービン
発電設備４には灯油又は軽油等の燃料が供給され、その燃料によってガスタービンはスタ
ートする。
【００４０】
このとき、リリーフバルブ３３ｂは、ガスタービンに供給される燃料圧力が所定値となる
よう微調整し、余分な燃料をリザーバタンク３４ｂを介してポンプ３１ｂの流入側に返送
して供給圧力を一定値に保持する。
【００４１】
ガスタービンが運転されて任意時間が経過し、ガスタービンの燃焼室温度が上昇してター
ルオイルの点火温度に十分に達し、且つ、ガスタービンに負荷がかかっていたときに電磁
弁Ｖｌｂを閉じて電磁弁Ｖｌａを開路し、供給燃料を灯油からタールオイルに切り換える
。以下灯油時と同様にしてタールオイルが燃料としてガスタービン発電設備４に供給され
る。
【００４２】
タールオイルは、オイルタンク１内において流動点以上に加温されているが、寒冷地やガ
スタービン設備４までの流路が長くタンクオイル温度の低下が予測されるときには、ヒー
タ１１に通電する。
タールオイルの加熱温度は、事前に使用するタールオイルの温度と粘度との関係を確認し
て温度設定したり、オイルの流動性を確保できる温度に昇温した後は、温度検出体３６ａ
と流量計３２ａからの各検出信号に基づいてヒータによる温度制御を実行することにより
、より安定した燃料供給が可能となる。
【００４３】
ガスタービンに供給される燃料は、タールオイルや灯油等に混入している比較的大きな異
物は、各燃料供給部に設けられたストレーナＳｔやフィルタＦｌによって阻止される。こ
のストレーナＳｔ及びフィルタＦｌを濾過したタールオイル（又は灯油等）は、ポンプ３
１ａ（３１ｂ）、流量計３２ａ（３２ｂ）を通り、更に、フィルタＦｌ0を介してガスタ
ービンに供給される。
【００４４】
なお、燃料として使用されるタールオイルは、乾留装置によって抽出されるものでその量
には限界がある。したがって、タールオイルタンク１に貯留されたタールオイルがなくな
ったときには、図示省略されたレベルセンサにて検出してそのレベル信号を計測盤６を介
して制御盤７に送る。制御盤７は、レベル信号に基づき開路電磁弁をＶｌａ側からＶｌｂ
側に切り換えて再度燃料を灯油としてガスタービン発電設備４に供給する。
【００４５】
また、ガスタービン発電設備がタールオイルを燃料として運転しているときに、その運転
を停止する場合や、タールオイルの温度が何らかの理由により所定値以下となった時、或
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いはガスタービンの負荷がなくなったときにも、一旦はガスタービン発電設備４への燃料
を燃料供給部３０ｂのルート側に切り換え、液体燃料で所定時間運転した後に停止する。
【００４６】
これは、次回の運転開始時に、燃料供給管路に残留していたタールオイルがガスタービン
発電設備に先行して供給されることを防止するためである。タールオイル供給中にやむを
得ずガスタービン発電設備を停止した場合には、燃料供給管路に配設したドレン用のバル
ブを解放して残留オイルを抜き取り、しかる後に液体燃料の供給ルートでガスタービンの
始動を行う。
なお、燃料供給管路に残留したタールオイルが固化した場合には、ヒータ１１によって加
温し、流動点以上となしてから排出する。
【００４７】
図２は木ガスを燃料として追加した場合の実施形態を示すガスタービン設備４の構成図で
ある。
表１のように、乾留炉を介して木材を乾留した場合、タールオイルと共に木ガスが得られ
る。
本発明における主燃料はタールオイルであるが、この燃料供給中にガスタービンの吸気部
から燃焼用空気と共に、生成された木ガスをも直接か、又は燃焼用空気と混合した後に燃
焼器に供給するものである。
【００４８】
図２において、乾留炉から得られた木ガスは木ガスホルダー８にて補集されるが、その木
ガスは管路４７の途中において空気と混合されされた後、圧縮器４２にて供給され圧縮さ
れた後、再生器４３にて加温され燃焼器４１に供給される。一方、ガスタービンの燃焼器
４１には、燃料ポンプ３１ａを通ってタールオイルが供給されおり、このタールオイルと
混合ガスとの燃焼によってタービン４４を介して発電機を駆動して電力を生成する。
また、タービン４４からの排熱は再生器４３を介して排気される。４５は発火手段である
。
【００４９】
燃焼器４１には、熱電対等の温度検出体４６が設けられており、検出された温度信号は、
計測盤６を介して制御盤７に出力され、その制御部からの出力信号によって燃料ポンプ３
１の回転数（燃料の吐出量）が制御される。
前記した表でもより明らかなように、原料となる木材の種類や、乾留温度によっても生成
する木ガスの熱量が異なっている。そこで、燃焼器若しくはその近傍に温度検出体４６を
設け、ガスタービンの燃焼温度をモニターしながらその温度信号に基づいて燃料ポンプ３
１を制御し、主燃料であるタールオイル（若しくは灯油等）の吐出量を制御している。こ
れにより、木ガスの有無時や木ガスの量，発熱量が変化しても安定した出力電力と出力熱
量を得ることができる。
また、木ガスを導入して主燃料と混合燃焼することで主燃料であるタールオイルの使用量
を減らすことができる。
【００５０】
図３は本発明における実験結果を示したものである。
実験に供したガスタービン発電機は、３０ｋＷのマイクロガスタービン発電機を用いた熱
電併給システムにて実施したもので、同図において、期間Ｔ１は燃料としてガスタービン
設備４に灯油を供給した期間、Ｔ２はタールオイル供給期間、Ｔ３はタールオイルと木ガ
スとを供給した期間、Ｔ４はタールオイル供給期間である。
【００５１】
先ずスタート時には灯油を供給してガスタービン発電設備４の運転を開始し、灯油運転１
００分間を継続した。スタート時における燃料（灯油）供給量は、　一時的に１４Ｌにま
で上昇しているが、略１０Ｌ程度の供給量となっている。
スタートより略１００分の期間Ｔ１経過後に、灯油よりタールオイルに切り換え運転を行
った。切り換えにより、燃料の供給量はカロリー差により上昇しているが、発電機の出力
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や出力熱量等は、灯油を燃料としていたときと同様に安定している。
【００５２】
期間Ｔ２を経過して略２５０分となったときに木ガスを追加供給した。これによって、主
燃料であるタールオイルの供給量は減少しているが、発電機よりの出力電力は安定してい
る。
期間Ｔ４では再度タールオイルのみの燃料にて切り換え運転を行った。
【００５３】
図３で明らかなように、燃料供給形態を異にした何れの期間においても、従来のように灯
油のみの運転時と同様に、安定した出力電力と温水の温度、温水流量等が得られた。
なお、本実施形態においてはスタートより約１００分間灯油での運転を行っているが、実
際には約１分、長くても数分程度で燃焼器温度はタールオイルの引火点以上に昇温するこ
とができた。
【００５４】
【発明の効果】
以上のとおり、本発明によれば、ガスタービンの始動時には灯油等の低引火燃料で始動し
、その後にタールオイルに切換えることにより、従来、使用されてないタールオイルを燃
料としたガスタービン設備の運転を可能としたものである。したがって、環境面及び資源
の有効活用が図られると共に、発電コストの低下が図られるものである。
【００５５】
また、タールオイルと共に生成された木ガスを、発電設備の吸気部において空気と混合し
て混合ガス化し、この混合ガスを燃焼器に供給することによって主燃料であるタールオイ
ルの使用量を減少させることが出来る等の効果を有するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態を示す構成図。
【図２】本発明の他の実施形態を示す部分構成図。
【図３】本発明の実験結果図。
【図４】説明のための工程図。
【符号の説明】
１…タールオイルタンク
２…燃料サブタンク
３…燃料供給装置
４…ガスタービン発電設備
５…熱交換器
６…計測盤
７…制御盤
８…ガスホルダー
３０（３０ａ，３０ｂ）…燃料供給部
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